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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　質量％で、Ｃ：０．０５～０．２０％、Ｓｉ：０．０１％以上０．３５％未満、Ｍｎ：
１．５～２．０５％、Ｓ：０．００５～０．０８％、Ｃｒ：０．０３～０．５０％、Ａｌ
：０．００５～０．０５％、Ｖ：０．２５～０．５０％、Ｍｏ：０～１．０％、Ｃｕ：０
～０．３％、Ｎｉ：０～０．３％、Ｃａ：０～０．００５％およびＢｉ：０～０．４％と
、
残部がＦｅおよび不純物とからなり、
不純物中のＰ、ＴｉおよびＮが、Ｐ：０．０３％以下、Ｔｉ：０．００５％未満およびＮ
：０．００８０％未満であり、
さらに、下記の、(1)式で表わされるＦ１が０．６８以上、(2)式で表わされるＦ２が０．
８５以下、かつ(3)式で表わされるＦ３が０．００以上である化学組成を有し、
面積率で７０％以上がベイナイトである組織を有する、時効硬化性鋼。
　Ｆ１＝Ｃ＋０．３Ｍｎ＋０．２５Ｃｒ＋０．６Ｍｏ・・・・・(1)
　Ｆ２＝Ｃ＋０．１Ｓｉ＋０．２Ｍｎ＋０．１５Ｃｒ＋０．３５Ｖ＋０．２Ｍｏ・・・(2
)
　Ｆ３＝－４．５Ｃ＋Ｍｎ＋Ｃｒ－３．５Ｖ－０．８Ｍｏ・・・・・(3)
上記の(1)～(3)式中の元素記号は、その元素の質量％での含有量を意味する。
【請求項２】
　化学組成が、質量％で、下記の〈１〉～〈３〉に示される元素から選択される１種以上
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を含有する、請求項１に記載の時効硬化性鋼。
　〈１〉Ｍｏ：０．０５～１．０％
　〈２〉Ｃｕ：０．１～０．３％およびＮｉ：０．１～０．３％、ならびに
　〈３〉Ｃａ：０．０００５～０．００５％およびＢｉ：０．０３～０．４％
【請求項３】
　硬さが２９０ＨＶ以下である、請求項１または２に記載の時効硬化性鋼。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、時効硬化性鋼に関する。より詳しくは、本発明は、熱間鍛造と切削加工によ
って所定の形状に加工された後、時効硬化処理（以下、単に「時効処理」という。）が施
され、当該時効処理によって所望の強度と靱性を確保することが行われる自動車、産業機
械、建設機械などの機械部品を製造するための素材として極めて好適に用いることができ
る鋼に関する。
【背景技術】
【０００２】
　エンジンの高出力化、燃費向上を目指した軽量化などの観点から、自動車、産業機械、
建設機械などの機械部品には、高い疲労強度が要求されている。鋼に高い疲労強度を具備
させるだけであれば、合金元素および／または熱処理を利用して鋼の硬さを上げることで
、容易に達成できる。しかし、一般に、上記の機械部品は、熱間鍛造により成形され、そ
の後、切削加工によって所定の製品形状に仕上げられる。このため、上記機械部品の素材
となる鋼は高い疲労強度とともに十分な被削性を同時に備えていなければならない。一般
的には、疲労強度は素材の硬さが高いものほど優れる。一方で、被削性のうち、切削抵抗
と工具寿命は、素材の硬さが高いものほど劣る傾向にある。
【０００３】
　そこで、疲労強度と被削性を両立させるために、良好な被削性が要求される成形段階で
は硬さを低く抑えることができ、一方、その後に時効処理を施して強度が要求される最終
の製品段階では硬さを高くすることができる、種々の技術が開示されている。
【０００４】
　例えば、特許文献１には次の時効硬化鋼が開示されている。
【０００５】
　すなわち、質量％で、Ｃ：０．１１～０．６０％、Ｓｉ：０．０３～３．０％、Ｍｎ：
０．０１～２．５％、Ｍｏ：０．３～４．０％、Ｖ：０．０５～０．５％およびＣｒ：０
．１～３．０％を含有し、必要に応じて、Ａｌ：０．００１～０．３％、Ｎ：０．００５
～０．０２５％、Ｎｂ：０．５％以下、Ｔｉ：０．５％以下、Ｚｒ：０．５％以下、Ｃｕ
：１．０％以下、Ｎｉ：１．０％以下、Ｓ：０．０１～０．２０％、Ｃａ：０．００３～
０．０１０％、Ｐｂ：０．３％以下およびＢｉ：０．３％以下のうちの１種以上を含み、
残部がＦｅと不可避的不純物から成り、各成分間では、
　４Ｃ＋Ｍｎ＋０．７Ｃｒ＋０．６Ｍｏ－０．２Ｖ≧２．５、
　Ｃ≧Ｍｏ／１６＋Ｖ／５．７、
　Ｖ＋０．１５Ｍｏ≧０．４
を満たす関係が成立しており、圧延、鍛造、または溶体化処理後に、温度８００℃から３
００℃の間は０．０５～１０℃／秒の平均冷却速度で冷却され、時効処理前においては、
ベイナイト組織の面積率が５０％以上で、かつ硬さは４０ＨＲＣ以下であり、時効処理に
よって、硬さが時効処理前の硬さよりも７ＨＲＣ以上高くなることを特徴とする「時効硬
化鋼」が開示されている。
【０００６】
　特許文献２には次のベイナイト鋼が開示されている。
【０００７】
　すなわち、質量％で、Ｃ：０．１４～０．３５％、Ｓｉ：０．０５～０．７０％、Ｍｎ
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：１．１０～２．３０％、Ｓ：０．００３～０．１２０％、Ｃｕ：０．０１～０．４０％
、Ｎｉ：０．０１～０．４０％、Ｃｒ：０．０１～０．５０％、Ｍｏ：０．０１～０．３
０％、および、Ｖ：０．０５～０．４５％を含有し、必要に応じて、Ｔｉ：０．００１～
０．１００％、および、Ｃａ：０．０００３～０．０１００％から選択される１種以上を
含有し、残部がＦｅおよび不可避的不純物からなり、
　１３［Ｃ］＋８［Ｓｉ］＋１０［Ｍｎ］＋３［Ｃｕ］＋３［Ｎｉ］＋２２［Ｍｏ］＋１
１［Ｖ］≦３０、
　５［Ｃ］＋［Ｓｉ］＋２［Ｍｎ］＋３［Ｃｒ］＋２［Ｍｏ］＋４［Ｖ］≦７．３、
　２．４≦０．３［Ｃ］＋１．１［Ｍｎ］＋０．２［Ｃｕ］＋０．２［Ｎｉ］＋１．２［
Ｃｒ］＋１．１［Ｍｏ］＋０．２［Ｖ］≦３．１、
　２．５≦［Ｃ］＋［Ｓｉ］＋４［Ｍｏ］＋９［Ｖ］、
　［Ｃ］≧［Ｍｏ］／１６＋［Ｖ］／３
を満たすことを特徴とする「ベイナイト鋼」が開示されている。
【０００８】
　また、特許文献３および特許文献４には、所定の化学組成または組織を有する時効硬化
性鋼が開示されており、特許文献５および特許文献６には、機械構造用鋼部品を得る方法
として、鋼材を熱間鍛造後所定の速度で冷却し、その後所定の温度範囲で時効処理を施す
方法が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２００６－３７１７７号公報
【特許文献２】特開２０１１－２３６４５２号公報
【特許文献３】国際公開第２０１０／０９０２３８号
【特許文献４】国際公開第２０１１／１４５６１２号
【特許文献５】国際公開第２０１２／１６１３２１号
【特許文献６】国際公開第２０１２／１６１３２３号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　ところが、時効処理によって鋼中に微細な二次相を析出させることで高い強度を得よう
とすると、鋼の靱性は劣化する。
【００１１】
　靱性が劣化した鋼は切欠感受性が高まる。切欠感受性が高くなると、鋼の疲労強度は微
細な表面傷の影響を受け易くなる。
【００１２】
　また、靱性が低い鋼は一旦疲労き裂が発生すると、き裂の進展が速くなり、かつ破壊も
大規模なものとなる。
【００１３】
　さらに、熱間鍛造で生じた歪を冷間で矯正しようとした場合、鋼の靱性が低くなりすぎ
ると、冷間でも矯正が困難になることもある。
【００１４】
　特許文献１で開示された鋼は、時効処理前の硬さが４０ＨＲＣまで許容されており、硬
さが非常に高いため、被削性の確保が困難であり、具体的には切削抵抗が高く、工具寿命
が短くなるため、切削コストが嵩んでしまう。具体的な例として開示されている鋼には、
時効処理前の硬さが４０ＨＲＣを下回るものも含まれているが、それらは１．４％以上の
Ｍｏを含有しているうえに、靱性が全く考慮されていない。
【００１５】
　特許文献２で開示された鋼は、合金元素の含有量を、特定のパラメータ式を満たすよう
に調整することで、Ｍｏの含有量を比較的少なくしつつ、時効処理前（熱間鍛造後）の硬
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さが３００ＨＶ以下で、時効処理後の硬さが３００ＨＶ以上となっている。ところが、時
効処理後の靱性を高める工夫が十分にはなされていない。
【００１６】
　そこで、本発明の目的は、下記の＜１＞～＜３＞を満たす時効硬化性鋼を提供すること
にある。
【００１７】
　＜１＞切削抵抗および工具寿命と関係する熱間鍛造後の硬さが十分に低いこと。なお、
以下の説明においては、熱間鍛造後の硬さを、「時効処理前の硬さ」という。
【００１８】
　＜２＞時効処理によって硬化し、機械部品に所望の疲労強度を具備させることができる
こと。
【００１９】
　＜３＞時効処理後の靱性が高いこと。
【００２０】
　具体的には、本発明の目的は、時効処理前の硬さが２９０ＨＶ以下であり、時効処理に
よって硬さがＨＶで２５以上硬化し、かつ後述する疲労強度が３５０ＭＰａ以上であり、
さらにＪＩＳ　Ｚ　２２４２に記載の、ノッチ深さ２ｍｍおよびノッチ底半径１ｍｍのＵ
ノッチ付きの標準試験片を用いて実施したシャルピー衝撃試験で評価した時効処理後の２
０℃での吸収エネルギーが１６Ｊ以上となる時効硬化性鋼を、鋼中のＭｏ含有量が１．０
質量％以下の化学組成で提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
　本発明者らは、前記の課題を解決するために、まず、化学組成を種々に調整した鋼を用
いて、調査を実施した。その結果、下記（ａ）～（ｃ）の知見を得た。
【００２２】
　（ａ）Ｖは、高温からの放冷時の炭化物の析出ピークが７５０～７００℃程度である。
例えば、０．３質量％のＶと０．１質量％のＣを含む鋼においては、Ｖは一旦マトリック
ス中に固溶すると８５０℃付近までは析出しないため、熱間鍛造中の析出を抑制すること
が比較的容易である。
【００２３】
　（ｂ）Ｖの炭化物は、オーステナイトがフェライトへ変態する際に相界面で析出しやす
い。したがって、熱間鍛造後の冷却中に初析フェライトが多量に生成した場合には、Ｖの
炭化物が相界面で析出し、固溶Ｖの量が減少するので、時効処理中に析出して硬化するの
に必要な量の固溶Ｖが確保できなくなる。
【００２４】
　（ｃ）したがって、時効処理前の段階で固溶Ｖを確保するためには、熱間鍛造後の組織
において、主相をベイナイトにすることが必要である。
【００２５】
　そこで次に、本発明者らは、０．２５質量％以上のＶを含む鋼について、鋼の化学組成
を種々に変化させて、組織のベイナイトの面積率が安定して高くなるための条件を調査し
た。さらに、それらの鋼に時効処理を施した際の時効硬化能を調査した。その結果、下記
（ｄ）～（ｆ）の知見を得た。
【００２６】
　（ｄ）熱間鍛造後の組織は、Ｃ、Ｍｎ、ＣｒおよびＭｏの含有量と密接な相関を有する
。すなわち、上記元素の含有量が、後述する焼入れ性の指標を示す(1)式で表される値が
特定の範囲となるように制御されておれば、固溶Ｖの確保に有害な初析フェライトの多量
の析出が抑制される。このため、容易に、ベイナイトを主相とする組織、つまり、面積率
で７０％以上がベイナイトである組織になり、十分な量の固溶Ｖを確保できる。
【００２７】
　（ｅ）Ｃ、Ｍｎ、ＣｒおよびＭｏの含有量が、上記（ｄ）で述べた(1)式が特定の範囲
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となるという条件を満たすだけでは、固溶強化などの作用によって、時効処理前の硬さが
高くなるので切削時の切削抵抗が上昇し、工具寿命が低下することがある。
【００２８】
　（ｆ）一方、Ｃ、Ｓｉ、Ｍｎ、Ｃｒ、ＶおよびＭｏの含有量が、後述する(2)式で表さ
れる値が特定の範囲となるように制御されておれば、上記時効処理前の硬さを低く保つこ
とができる。
【００２９】
　そこでさらに、本発明者らは、０．２５質量％以上のＶを含み、Ｃ、Ｓｉ、Ｍｎ、Ｃｒ
、ＭｏおよびＶの含有量が上記の（ｄ）および（ｆ）で述べた条件をともに満たす鋼を熱
間鍛造した後に時効処理を施し、ノッチ深さ２ｍｍおよびノッチ底半径１ｍｍのＵノッチ
付きの標準試験片を用いて実施したシャルピー衝撃試験で評価した時効処理後の２０℃で
の吸収エネルギーが１６Ｊ以上となる条件を調査した。その結果、下記の（ｇ）～（ｉ）
の知見を得た。
【００３０】
　（ｇ）時効処理後の靱性を劣化させる元素はＣ、Ｖ、ＭｏおよびＴｉである。このうち
、Ｔｉは、Ｎおよび／またはＣと結合することで、ＴｉＮおよび／またはＴｉＣを形成す
る。ＴｉＮおよび／またはＴｉＣが析出すると、疲労強度は高くなることもあるが、靱性
を大幅に低下させる。Ｔｉの靱性を劣化させる作用の強さは、同じ析出強化元素であるＶ
およびＭｏと比較すると、極めて大きい。そのため、Ｔｉは極力制限しなければならない
。Ｃは、鋼中でセメンタイトを形成し、へき開破壊の起点となり得る。Ｃ量に対して過剰
な量のＶやＭｏを含有した鋼を時効処理した場合であっても、一部のセメンタイトは残存
する。ＶとＭｏも、時効処理によってマトリックスの同一の結晶面に炭化物を析出するこ
とで、へき開破壊の進展を助長して靱性を劣化させる。したがって、靱性を高めるために
は、Ｃ、ＶおよびＭｏの含有量を少なくする必要がある。
【００３１】
　（ｈ）また、靱性を高めるためには、ベイナイト組織を微細化させる必要がある。ベイ
ナイト組織を微細化するためには、オーステナイトからのベイナイトの変態温度を低くす
ればよい。ベイナイトの変態温度を低くするためには、ベイナイト変態開始温度を低下さ
せるＭｎおよびＣｒの含有量を多くすればよい。
【００３２】
　（ｉ）以上のことから、高い強度を持つ時効硬化性鋼に十分な靱性を付与するためには
、Ｃ、Ｍｎ、Ｃｒ、ＶおよびＭｏの含有量について、後述する時効処理後の靱性の指標を
示す(3)式で表される値が特定の値以上となるように制御する必要があり、さらに、鋼中
に靱性に有害な介在物および析出物が含まれないように、Ｔｉの含有量を特定の値以下に
する必要がある。
【００３３】
　本発明は、上記の知見を基にしてなされたもので、その要旨は、下記に示す時効硬化性
鋼にある。
【００３４】
　（１）質量％で、Ｃ：０．０５～０．２０％、Ｓｉ：０．０１～０．５０％、Ｍｎ：１
．５～２．０５％、Ｓ：０．００５～０．０８％、Ｃｒ：０．０３～０．５０％、Ａｌ：
０．００５～０．０５％、Ｖ：０．２５～０．５０％、Ｍｏ：０～１．０％、Ｃｕ：０～
０．３％、Ｎｉ：０～０．３％、Ｃａ：０～０．００５％およびＢｉ：０～０．４％と、
残部がＦｅおよび不純物とからなり、
不純物中のＰ、ＴｉおよびＮが、Ｐ：０．０３％以下、Ｔｉ：０．００５％未満およびＮ
：０．００８０％未満であり、
さらに、下記の、(1)式で表わされるＦ１が０．６８以上、(2)式で表わされるＦ２が０．
８５以下、かつ(3)式で表わされるＦ３が０．００以上である化学組成を有し、
面積率で７０％以上がベイナイトである組織を有する、時効硬化性鋼。
　Ｆ１＝Ｃ＋０．３Ｍｎ＋０．２５Ｃｒ＋０．６Ｍｏ・・・・・(1)
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　Ｆ２＝Ｃ＋０．１Ｓｉ＋０．２Ｍｎ＋０．１５Ｃｒ＋０．３５Ｖ＋０．２Ｍｏ・・・(2
)
　Ｆ３＝－４．５Ｃ＋Ｍｎ＋Ｃｒ－３．５Ｖ－０．８Ｍｏ・・・・・(3)
上記の(1)～(3)式中の元素記号は、その元素の質量％での含有量を意味する。
【００３５】
　（２）化学組成が、質量％で、下記の〈１〉～〈３〉に示される元素から選択される１
種以上を含有する上記（１）に記載の時効硬化性鋼。
　〈１〉Ｍｏ：０．０５～１．０％
　〈２〉Ｃｕ：０．１～０．３％およびＮｉ：０．１～０．３％、ならびに
　〈３〉Ｃａ：０．０００５～０．００５％およびＢｉ：０．０３～０．４％
【００３７】
　（３）硬さが２９０ＨＶ以下である、上記（１）または（２）に記載の時効硬化性鋼。
【発明の効果】
【００３８】
　本発明の時効硬化性鋼は、時効処理前の硬さが２９０ＨＶ以下となる。しかも、本発明
の時効硬化性鋼を用いれば、切削加工の後に施される時効処理によって硬さがＨＶで２５
以上硬化するとともに、３５０ＭＰａ以上の疲労強度と、ノッチ深さ２ｍｍおよびノッチ
底半径１ｍｍのＵノッチ付きの標準試験片を用いて実施したシャルピー衝撃試験で評価し
た時効処理後の２０℃での吸収エネルギーが１６Ｊ以上という優れた靱性を確保すること
ができる。このため、本発明の時効硬化性鋼は、自動車、産業機械、建設機械などの機械
部品の素材として極めて好適に用いることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】実施例で用いた一軸の引張圧縮型の疲労試験片の形状を示す図である。図中の数
値は寸法（単位：ｍｍ）を示す。
【発明を実施するための形態】
【００４０】
　以下、本発明の各要件について詳しく説明する。なお、各元素の含有量の「％」は「質
量％」を意味する。
【００４１】
　Ｃ：０．０５～０．２０％
　Ｃは、本発明において重要な元素である。Ｃは、Ｖと結合して炭化物を形成し、鋼を強
化する。しかしながら、Ｃの含有量が０．０５％未満では、Ｖの炭化物が析出し難くなる
ため、所望の強化効果が得られない。一方、Ｃの含有量が多くなりすぎると、ＶやＭｏと
結合しないＣがＦｅと炭化物（セメンタイト）を形成する量が増えるため、靱性を劣化さ
せてしまう。したがって、Ｃの含有量を０．０５～０．２０％とした。Ｃの含有量は、０
．０８％以上とすることが好ましく、０．１０％以上とすることが一層好ましい。また、
Ｃの含有量は０．１８％以下とすることが好ましく、０．１６％以下とすることが一層好
ましい。
【００４２】
　Ｓｉ：０．０１～０．５０％
　Ｓｉは、製鋼時の脱酸元素として有用であると同時に、マトリックスに固溶して鋼の強
度を向上させる作用を有する。これらの効果を十分に得るためには、Ｓｉは０．０１％以
上の含有量とする必要がある。しかしながら、Ｓｉの含有量が過剰になると、鋼の熱間加
工性を低下させ、また時効処理前の硬さが高くなる。したがって、Ｓｉの含有量を０．０
１～０．５０％とした。Ｓｉの含有量は、０．０６％以上とすることが好ましい。また、
Ｓｉの含有量は、０．４５％以下とすることが好ましく、０．３５％を下回ることが一層
好ましい。
【００４３】
　Ｍｎ：１．５～２．５％
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　Ｍｎは、焼入れ性を向上させ、組織の主相をベイナイトにする効果を持つ。さらに、ベ
イナイト変態温度を低下させることで、ベイナイト組織を微細化させてマトリックスの靱
性を高める効果も持つ。また、Ｍｎは、鋼中でＭｎＳを形成して切削時の切り屑処理性を
向上させる作用を有する。これらの効果を十分に得るためには、Ｍｎは少なくとも１．５
％の含有量とする必要がある。しかしながら、Ｍｎは鋼の凝固時に偏析しやすい元素であ
るため、含有量が多くなりすぎると、熱間鍛造後の部品内の硬さのバラツキが大きくなる
ことを避けられない。したがって、Ｍｎの含有量を１．５～２．５％とした。Ｍｎの含有
量は、１．６％以上とすることが好ましく、１．７％以上とすることが一層好ましい。ま
た、Ｍｎの含有量は、２．３％以下とすることが好ましく、２．１％以下とすることが一
層好ましい。
【００４４】
　Ｓ：０．００５～０．０８％
　Ｓは、鋼中でＭｎと結合してＭｎＳを形成し、切削時の切り屑処理性を向上させるので
、０．００５％以上含有させる必要がある。しかしながら、Ｓの含有量が多くなると、粗
大なＭｎＳが増加して靱性と疲労強度を劣化させる。したがって、Ｓの含有量を０．００
５～０．０８％とした。Ｓの含有量は、０．０１％以上とすることが好ましい。また、Ｓ
の含有量は、０．０５％以下とすることが好ましく、０．０３％以下とすることが一層好
ましい。
【００４５】
　Ｃｒ：０．０３～０．５０％
　Ｃｒは、Ｍｎと同様に焼入れ性を高め、組織の主相をベイナイトにする効果を持つ。さ
らに、ベイナイト変態温度を低下させることで、ベイナイト組織を微細化させてマトリッ
クスの靱性を高める効果も持つ。しかしながら、Ｃｒの含有量が０．５０％を超えると、
焼入れ性が大きくなって、部品の大きさや部位によっては時効処理前の硬さが２９０ＨＶ
を超えることがある。したがって、Ｃｒの含有量を０．０３～０．５０％とした。Ｃｒの
含有量は、０．０５％以上とすることが好ましく、０．１５％以上とすることが一層好ま
しい。
【００４６】
　Ａｌ：０．００５～０．０５％
　Ａｌは脱酸作用を有する元素であり、この効果を得るために０．００５％以上の含有量
とする必要がある。しかし、Ａｌを過剰に含有すると、粗大な酸化物が生成するようにな
り、靱性が低下する。したがって、Ａｌの含有量を０．００５～０．０５％とした。Ａｌ
の含有量は、０．０４％以下とすることが好ましい。
【００４７】
　Ｖ：０．２５～０．５０％
　Ｖは、本発明の鋼における最も重要な元素である。Ｖは、時効処理の際にＣと結合して
微細な炭化物を形成することで、疲労強度を高める作用がある。また、鋼中にＭｏを含有
した場合、Ｖには、時効処理によって、Ｍｏと複合して析出し、時効硬化能を一層高める
効果もある。これらの効果を十分に得るためには、Ｖは０．２５％以上の含有量とする必
要がある。しかしながら、Ｖの含有量が過剰になると、熱間鍛造時の加熱においても未固
溶の炭窒化物が残りやすくなって靱性の低下を招く。しかも、Ｖの含有量が過剰になると
、時効処理前の硬さが高くなってしまう場合がある。したがって、Ｖの含有量を０．２５
～０．５０％とした。Ｖの含有量は、０．４５％を下回ることが好ましく、０．４０％以
下とすることが一層好ましい。また、Ｖの含有量は、０．２７％以上とすることが好まし
い。
【００４８】
　Ｍｏ：０～１．０％
　ＭｏはＶと同様に、炭化物の析出温度が比較的低く、時効硬化に活用しやすい元素であ
る。Ｍｏは、焼入れ性を高め、熱間鍛造後の組織の主相をベイナイトとするとともに、そ
の面積率を大きくする作用を有する。Ｍｏは、Ｖと複合的に炭化物を形成して、時効硬化
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能を大きくする作用も有する。このため、必要に応じてＭｏを含有させてもよい。しかし
ながら、Ｍｏは非常に高価な元素であるため、含有量が多くなると鋼の製造コストが増大
し、さらには靱性も低下する。したがって、Ｍｏを含有させる場合には、その量を１．０
％以下とした。Ｍｏの含有量は、０．５０％以下とすることが好ましく、０．４０％以下
とすることが一層好ましく、０．３０％を下回ることがより一層好ましい。
【００４９】
　一方、上記のＭｏの効果を安定して得るためには、その含有量を０．０５％以上とする
ことが望ましく、０．１０％以上とすることが一層望ましい。
【００５０】
　ＣｕおよびＮｉは、いずれも、疲労強度を高める作用を有する。このため、より大きな
疲労強度を得たい場合には、これらの元素を以下に述べる範囲で含有させてもよい。
【００５１】
　Ｃｕ：０～０．３％
　Ｃｕは、疲労強度を向上させる作用を有する。このため、必要に応じてＣｕを含有させ
てもよい。しかしながら、Ｃｕの含有量が多くなると、熱間加工性が低下する。したがっ
て、Ｃｕを含有させる場合には、その量を０．３％以下とした。Ｃｕの含有量は、０．２
５％以下とすることが好ましい。
【００５２】
　一方、上記のＣｕの疲労強度を高める効果を安定して得るためには、その含有量を０．
１％以上とすることが望ましい。
【００５３】
　Ｎｉ：０～０．３％
　Ｎｉは、疲労強度を向上させる作用を有する。さらに、Ｎｉは、Ｃｕによる熱間加工性
の低下を抑制する作用も有する。このため、必要に応じてＮｉを含有させてもよい。しか
しながら、Ｎｉの含有量が多くなると、コストが嵩むことに加えて上記の効果も飽和する
。したがって、Ｎｉを含有させる場合には、その量を０．３％以下とした。Ｎｉの含有量
は、０．２５％以下とすることが好ましい。
【００５４】
　一方、上記のＮｉの効果を安定して得るためには、その含有量を０．１％以上とするこ
とが望ましい。
【００５５】
　上記のＣｕおよびＮｉは、そのうちのいずれか１種のみ、または、２種の複合で含有さ
せることができる。含有させる場合の上記元素の合計含有量は、ＣｕおよびＮｉの含有量
がそれぞれの上限値である場合の０．６％であってもよい。
【００５６】
　ＣａおよびＢｉは、いずれも、切削時の工具寿命を長寿命化する作用を有する。このた
め、工具寿命を一層長くさせたい場合には、これらの元素を以下に述べる範囲で含有させ
てもよい。
【００５７】
　Ｃａ：０～０．００５％
　Ｃａは、工具寿命を長寿命化する作用を有する。このため、必要に応じてＣａを含有さ
せてもよい。しかしながら、Ｃａの含有量が多くなると、粗大な酸化物を形成し、靱性を
劣化させる。したがって、Ｃａを含有させる場合には、その量を０．００５％以下とした
。Ｃａの含有量は、０．００３５％以下とすることが好ましい。
【００５８】
　一方、上記のＣａの工具寿命を長寿命化する効果を安定して得るためには、Ｃａの含有
量を０．０００５％以上とすることが望ましい。
【００５９】
　Ｂｉ：０～０．４％
　Ｂｉは、切削抵抗を低下させて工具寿命を長寿命化させる作用を有する。このため、必



(9) JP 5880795 B2 2016.3.9

10

20

30

40

50

要に応じてＢｉを含有させてもよい。しかしながら、Ｂｉの含有量が多くなると、熱間加
工性の低下をきたす。したがって、Ｂｉを含有させる場合には、その量を０．４％以下と
した。Ｂｉの含有量は、０．３％以下とすることが好ましい。
【００６０】
　一方、上記のＢｉの工具寿命を長寿命化する効果を安定して得るためには、Ｂｉの含有
量を０．０３％以上とすることが望ましい。
【００６１】
　上記のＣａおよびＢｉは、そのうちのいずれか１種のみ、または、２種の複合で含有さ
せることができる。含有させる場合のこれらの元素の合計含有量は、ＣａおよびＢｉの含
有量がそれぞれの上限値である場合の０．４０５％であっても構わないが、０．３％以下
とすることが好ましい。
【００６２】
　本発明の時効硬化性鋼は、上述の元素と、残部がＦｅおよび不純物とからなり、不純物
中のＰ、ＴｉおよびＮが、Ｐ：０．０３％以下、Ｔｉ：０．００５％未満およびＮ：０．
００８０％未満であり、さらに、前記の、(1)式で表わされるＦ１が０．６８以上、(2)式
で表わされるＦ２が０．８５以下、かつ(3)式で表わされるＦ３が０.００以上である化学
組成を有する鋼である。
【００６３】
　なお、不純物とは、鉄鋼材料を工業的に製造する際に、原料としての鉱石、スクラップ
または製造環境などから混入するものを指す。
【００６４】
　Ｐ：０．０３％以下
　Ｐは、不純物として含有され、本発明において好ましくない元素である。すなわち、Ｐ
は、粒界に偏析することで靱性を低下させる。したがって、Ｐの含有量を０．０３％以下
とした。Ｐの含有量は、０．０２５％以下とすることが好ましい。
【００６５】
　Ｔｉ：０．００５％未満
　Ｔｉは、不純物として含有され、本発明において特に好ましくない元素である。すなわ
ち、Ｔｉは、Ｎおよび／またはＣと結合することで、ＴｉＮおよび／またはＴｉＣを形成
して靱性の低下を招き、特にその含有量が０．００５％以上になると、大きく靱性を劣化
させる。したがって、Ｔｉの含有量を０．００５％未満とした。良好な靱性を確保するた
めには、Ｔｉの含有量は、０．００３５％以下とすることが好ましい。
【００６６】
　Ｎ：０．００８０％未満
　Ｎは、不純物として含有され、本発明においては、Ｖを窒化物として固定してしまう好
ましくない元素である。すなわち、窒化物として析出したＶは時効硬化に寄与しなくなる
ため、窒化物の析出を抑制するために、Ｎの含有量は低くしなければならない。そのため
には、Ｎの含有量は０．００８０％未満とする必要がある。Ｎの含有量は、０．００７０
％以下とすることが好ましく、０．００６０％未満とすることが一層好ましい。
【００６７】
　Ｆ１：０．６８以上
　本発明の時効硬化性鋼は、
　Ｆ１＝Ｃ＋０．３Ｍｎ＋０．２５Ｃｒ＋０．６Ｍｏ・・・・・(1)
で表されるＦ１が、０．６８以上でなければならない。
【００６８】
　既に述べたとおり、上記の(1)式中の元素記号は、その元素の質量％での含有量を意味
する。
【００６９】
　Ｆ１は、焼入れ性に対する指標である。鋼に含まれる各合金元素の量が上述した範囲内
であれば、Ｆ１が上記の条件を満たせば、熱間鍛造後の組織がベイナイトを主相とするも
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のになる。
【００７０】
　Ｆ１が０．６８未満の場合、熱間鍛造後の組織に初析フェライトが混入し、Ｖの炭化物
が相界面で析出するため、時効処理前の硬さが上昇したり、時効硬化能が小さくなったり
する。
【００７１】
　Ｆ１は、０．７０以上であることが好ましく、０．７２以上であることが一層好ましい
。また、Ｆ１は、１．０以下であることが好ましく、０．９８以下であることが一層好ま
しい。
【００７２】
　Ｆ２：０．８５以下
　本発明の時効硬化性鋼は、
　Ｆ２＝Ｃ＋０．１Ｓｉ＋０．２Ｍｎ＋０．１５Ｃｒ＋０．３５Ｖ＋０．２Ｍｏ・・・・
・(2)
で表されるＦ２が、０．８５以下でなければならない。
【００７３】
　既に述べたとおり、上記の(2)式中の元素記号は、その元素の質量％での含有量を意味
する。
【００７４】
　Ｆ２は、時効処理前の硬さを示す指標である。本発明の時効硬化性鋼が、上記のＦ１の
条件を満たすだけでは、時効処理前の硬さが高くなりすぎて、切削加工時の切削抵抗が大
きくなり、工具寿命も短寿命化する場合がある。
【００７５】
　すなわち、Ｆ２が０．８５を超えると時効処理前の硬さが高くなりすぎる。時効処理前
の硬さを２９０ＨＶ以下とするためには、上記した各合金元素の含有量を規定した範囲内
とし、かつ、Ｆ１の条件を満たした上で、Ｆ２の条件を満たす必要がある。
【００７６】
　Ｆ２は、０.８２以下であることが好ましく、０．８０以下であることが一層好ましい
。また、Ｆ２は、０．５５以上であることが好ましく、０．６０以上であれば一層好まし
い。
【００７７】
　Ｆ３：０．００以上
　本発明の時効硬化性鋼は、
　Ｆ３＝－４．５Ｃ＋Ｍｎ＋Ｃｒ－３．５Ｖ－０．８Ｍｏ・・・・・(3)
で表されるＦ３が、０．００以上でなければならない。
【００７８】
　既に述べたとおり、上記の(3)式中の元素記号は、その元素の質量％での含有量を意味
する。
【００７９】
　Ｆ３は、時効処理後の靱性を示す指標である。すなわち、Ｆ１およびＦ２の条件を満た
すだけでは、時効処理後の靱性が低下して目標とする靱性を確保できない場合がある。
【００８０】
　すなわち、Ｆ３が０．００未満の場合、時効処理後の靱性が低下する。目標とする靱性
を確保するためには、上記した各合金元素の含有量を規定した範囲内とし、かつ、Ｆ１の
条件、および、Ｆ２の条件を満たした上で、Ｆ３の条件を満たす必要がある。
【００８１】
　Ｆ３は、０．０１以上であることが好ましい。
【００８２】
　なお、Ｆ１が０．６８以上、かつＦ２が０．８５以下であれば、Ｆ３の上限について特
に限定を設ける必要はない。
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【００８３】
　本発明の時効硬化性鋼は、ベイナイトの平均ブロックサイズが１５～６０μｍであるこ
とが好ましい。本発明でベイナイトの「ブロック」とは、ＥＢＳＤ（Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　
ＢａｃｋＳｃａｔｔｅｒ　Ｄｉｆｆｒａｃｔｉｏｎ）法により、組織の方位解析を実施し
た場合に、方位差が１５°以上の境界で囲まれた領域をいう。ベイナイトの平均ブロック
サイズが大きいほど、時効前の硬さが低いため、良好な被削性が得られる。一方、平均ブ
ロックサイズが大きすぎると、靱性が低くなる。平均ブロックサイズは、２０μｍ以上が
より好ましい。また、平均ブロックサイズは、４５μｍ以下がより好ましく、３０μｍ以
下がより一層好ましい。
【００８４】
　本発明の時効硬化性鋼の製造方法は特に限定するものではなく、一般的な方法で溶製し
て化学組成を調整すればよい。
【００８５】
　以下に、上記のようにして製造した本発明の時効硬化性鋼を素材として、自動車、産業
機械、建設機械などの機械部品を製造する方法の一例を示す。
【００８６】
　まず、化学組成を前述の範囲に調整した鋼から、熱間鍛造に供する材料（以下、「熱間
鍛造用素材」という。）を作製する。
【００８７】
　上記の熱間鍛造用素材としては、インゴットを分塊圧延したビレット、連続鋳造材を分
塊圧延したビレット、あるいはこれらのビレットを熱間圧延または熱間鍛造した棒鋼など
、どのようなものでも構わない。
【００８８】
　次いで、上記の熱間鍛造用素材を熱間鍛造し、さらに切削加工して所定の部品形状に仕
上げる。
【００８９】
　なお、上記の熱間鍛造は、例えば、熱間鍛造用素材を１１００～１３５０℃で０．１～
３００分加熱した後、仕上げ鍛造後の表面温度が９００℃以上となるようにして鍛造を行
い、その後、８００～４００℃の温度領域の平均冷却速度を１０～９０℃／分（０．２～
１．５℃／秒）として室温まで冷却する。このようにして冷却した後、さらに切削加工し
て、所定の部品形状に仕上げる。
【００９０】
　８００～４００℃の温度領域の平均冷却速度は、速いほどベイナイトの平均ブロックサ
イズが小さくなる。この平均冷却速度の下限は２０℃／分が好ましく、上限は８０℃／分
が好ましい。
【００９１】
　最後に、時効処理を施して、所望の特性を具備する自動車、産業機械、建設機械などの
機械部品を得る。
【００９２】
　なお、上記の時効処理は、例えば、５４０～７００℃の温度域、好ましくは５６０～６
８０℃の温度域で行う。この時効処理の保持時間は、例えば、３０～１０００分とするな
ど、機械部品のサイズ（質量）によって適宜調整する。
【００９３】
　以下、実施例により本発明をさらに詳しく説明する。
【実施例１】
【００９４】
　表１および表２に示す化学組成の鋼Ａ～ＡＧを５０ｋｇ真空溶解炉によって溶製した。
【００９５】
　表１および表２における鋼Ａ～ＭおよびＯ～Ｗは、化学組成が本発明で規定する範囲内
にある鋼である。一方、表１における鋼Ｎおよび表２における鋼Ｘ～ＡＧは、化学組成が
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本発明で規定する条件から外れた鋼である。
【００９６】
　なお、Ｔｉの欄における「＜０．００１」は、不純物としてのＴｉの含有量が０．００
１％を下回るものであったことを示す。
【００９７】
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【表１】

 
【００９８】
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【表２】

 
【００９９】
　各鋼のインゴットは、１２５０℃で加熱した後、直径６０ｍｍの棒鋼に熱間鍛造した。
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熱間鍛造した各棒鋼は、一旦大気中で放冷して室温まで冷却した。その後、さらに、１２
５０℃に３０分加熱し、部品形状への鍛造を想定し、仕上げ時の鍛造材の表面温度を９５
０～１１００℃として、直径３５ｍｍの棒鋼に熱間鍛造した。熱間鍛造後は、いずれも大
気中で放冷して室温まで冷却した。大気中で放冷した際の冷却速度は、上記の条件で熱間
鍛造した棒鋼のＲ／２付近（「Ｒ」は棒鋼の半径を表す。）に熱電対を埋め込んで、再度
熱間鍛造の仕上げ温度付近の温度まで昇温してから、大気中で放冷して測定した。このよ
うにして測定した鍛造後の８００～４００℃の温度領域の平均冷却速度は約４０℃／分（
０．７℃／秒）であった。
【０１００】
　各試験番号について、熱間鍛造で上記の直径３５ｍｍに仕上げた後に室温まで冷却した
棒鋼のうちの一部は、時効処理を施さない状態（すなわち、冷却ままの状態）で、棒鋼の
両端部を１００ｍｍずつ切り落とした後、残る中央部から試験片を切り出し、時効処理前
の硬さと組織のベイナイトの面積率の調査を行った。
【０１０１】
　一方、各試験番号について、熱間鍛造した棒鋼の残りは、６１０～６３０℃で６０～１
８０分保持する時効処理を施し、棒鋼の両端部を１００ｍｍずつ切り落とした後、残る中
央部から試験片を切り出し、時効処理後の硬さの調査を行った。また、各試験番号につい
て、棒鋼から試験片を切り出し、時効処理後のシャルピー衝撃試験における吸収エネルギ
ーと疲労強度の調査を行った。
【０１０２】
　硬さ測定は、次のようにして実施した。まず、棒鋼を横断し、切断面が被検面となるよ
うに樹脂埋めして鏡面研磨して試験片を準備した。次いで、ＪＩＳ　Ｚ　２２４４（２０
０９）における「ビッカース硬さ試験－試験方法」に準拠して、被検面のＲ／２部（「Ｒ
」は半径を表す。）付近１０点について、試験力を９．８Ｎとして硬さ測定を実施した。
上記１０点の値を算術平均してビッカース硬さとした。時効処理前の硬さは２９０ＨＶ以
下の場合に、十分に低いと判断し、これを目標とした。また、時効処理後の硬さと時効処
理前のＨＶでの硬さの差（以下、「ΔＨＶ」という。）が２５以上となった場合に、硬化
量が十分に高いと判断し、これを目標とした。
【０１０３】
　組織のベイナイトの面積率の測定は、次のようにして実施した。硬さ測定に用いた樹脂
埋めして鏡面研磨した試験片を、ナイタルにてエッチングした。エッチング後の試験片に
対して、光学顕微鏡を用いて、倍率２００倍で組織を撮影した。撮影した写真から画像解
析により、ベイナイトの面積率を測定した。ベイナイトの面積率が７０％以上である場合
に、組織が十分にベイナイト化したと判断し、これを目標とした。
【０１０４】
　靱性は、ノッチ深さ２ｍｍおよびノッチ底半径１ｍｍのＵノッチ付きの標準試験片を用
いて実施したシャルピー衝撃試験で評価した時効処理後の２０℃での吸収エネルギーが１
６Ｊ以上の場合に、十分に高いと判断し、これを目標とした。
【０１０５】
　疲労強度は、一軸の引張圧縮型の疲労試験片を採取して調査した。すなわち、図１に示
す平行部の直径と長さがそれぞれ、３．４ｍｍと１２．７ｍｍの形状の平滑疲労試験片を
、棒鋼のＲ／２部から鍛造方向に平行（棒鋼の長手方向）に採取し、室温、大気中、応力
比０．０５、試験速度１０Ｈｚの条件で疲労試験を行った。上記の条件下で、応力付加繰
返し数１０7回において破断しない最大の応力を疲労強度とした。疲労強度が３５０ＭＰ
ａ以上の場合に、疲労強度が十分に高いと判断し、これを目標とした。
【０１０６】
　表３に、上記の各調査結果を示す。なお、ベイナイトの面積率が７０％以上で目標を達
成したことおよび７０％未満で目標に未達であったことをそれぞれ、「ベイナイト化」欄
において「○」および「×」で示した。また、表３では「シャルピー衝撃試験における吸
収エネルギー」を「シャルピー吸収エネルギー」と表記した。
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【０１０７】
【表３】

 
【０１０８】
　表３から明らかなように、本発明で規定する化学組成を有する試験番号Ａ１～Ａ１３お
よびＡ１５～Ａ２３の「本発明例」の場合、時効処理前の硬さが２９０ＨＶ以下で、時効
処理によって硬さがＨＶで２５以上硬化し、かつ疲労強度が３５０ＭＰａ以上、さらにシ
ャルピー衝撃試験における吸収エネルギーも１６Ｊ以上になって目標を達成しており、時
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効処理後の強度および靱性が両立できている。さらに時効処理前の硬さが低いことから、
切削抵抗の低下および工具寿命の長寿命化が期待できることがわかる。
 
【０１０９】
　これに対して、本発明の規定から外れた試験番号Ｂ１～Ｂ１０の「比較例」の場合には
、目標とする性能が得られていない。
【０１１０】
　試験番号Ｂ１は、用いた鋼ＸのＦ１が本発明の規定から外れて小さいため、焼入れ性が
小さく、面積率で３０％を超える初析フェライトが生成しており、ベイナイトの面積率は
７０％未満であった。そのため、時効硬化しにくく、時効処理後の疲労強度が低い。
【０１１１】
　試験番号Ｂ２は、用いた鋼ＹのＦ２が本発明の規定から外れて大きいため、時効処理前
の硬さが３１１ＨＶとなって、硬い。
【０１１２】
　試験番号Ｂ３は、用いた鋼ＺのＦ３が本発明の規定から外れて小さいため、時効処理後
のシャルピー衝撃試験における吸収エネルギーが小さく、靱性が劣る。
【０１１３】
　試験番号Ｂ４は、用いた鋼ＡＡのＦ３が本発明の規定を満たしているものの、Ｃ量が本
発明の規定から外れて多すぎるため、靱性劣化が著しい。そのため、時効処理後のシャル
ピー衝撃試験における吸収エネルギーが小さく、靱性が劣る。
【０１１４】
　試験番号Ｂ５は、用いた鋼ＡＢのＭｎ量が本発明の規定から外れて低すぎるため、初析
フェライトが析出しており、組織のベイナイト部も十分に微細化していない。そのため、
時効硬化しにくく、時効処理後の疲労強度が低い。また、シャルピー衝撃試験における吸
収エネルギーが小さく、靱性が劣る。
【０１１５】
　試験番号Ｂ６は、用いた鋼ＡＣのＳ量が本発明の規定から外れて多すぎるため、粗大な
ＭｎＳが増加し、靱性の劣化が著しい。そのため、時効処理後の、シャルピー衝撃試験に
おける吸収エネルギーが小さく、靱性が劣る。また、疲労強度も低い。
【０１１６】
　試験番号Ｂ７は、用いた鋼ＡＤのＶ量が本発明の規定から外れて低すぎるため、時効処
理により析出するＶ炭化物量が少ない。そのため、時効硬化しにくく、時効処理後の疲労
強度も低い。
【０１１７】
　試験番号Ｂ８は、用いた鋼ＡＥのＴｉ量が本発明の規定から外れて高すぎるため、粗大
なＴｉＮが増加し、靱性劣化が著しい。そのため、時効処理後の、シャルピー衝撃試験に
おける吸収エネルギーが小さく、靱性が劣る。
【０１１８】
　試験番号Ｂ９は、用いた鋼ＡＦのＮ量が本発明の規定から外れて高すぎるため、熱間鍛
造中にＶの窒化物が析出してしまう。そのため、時効硬化しにくく、時効処理後の疲労強
度も低い。
【０１１９】
　試験番号Ｂ１０は、用いた鋼ＡＧのＮ量が本発明の規定から外れて高いため、熱間鍛造
中にＶの窒化物が析出してしまう。そのため、時効処理後の疲労強度が低い。ただし、鋼
ＡＦと比べてＮ量が少ないため、熱間鍛造中に析出するＶの窒化物が少なく、鋼ＡＦより
も時効硬化は進行している。
【実施例２】
【０１２０】
　実施例１で熱間鍛造し、室温まで冷却することにより作製した鋼Ｐおよび鋼Ｙの直径６
０ｍｍの棒鋼の一部を切り出した。切り出した棒鋼は、さらに、１２５０℃に３０分加熱
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て、直径３５ｍｍの棒鋼に熱間鍛造した。熱間鍛造後は、大気中での放冷により、または
送風機およびミストを用いて、種々の冷却速度で４００℃以下の温度まで冷却した。
【０１２１】
　各試験番号について、熱間鍛造で上記の直径３５ｍｍに仕上げた後、送風機およびミス
トを用いて４００℃以下の温度まで冷却し、さらに室温まで冷却した棒鋼のうちの一部を
用いて、時効処理前の硬さを測定した。
【０１２２】
　一方、各試験番号について、熱間鍛造した棒鋼の残りは、６３０℃で６０分保持する時
効処理を施した。時効処理を施した棒鋼から採取した試験片を用いて、時効処理後の硬さ
、シャルピー衝撃試験における吸収エネルギー、疲労強度、およびベイナイト組織のブロ
ックサイズの調査を行った。
【０１２３】
　時効処理前の硬さ、ならびに時効処理後の硬さ、シャルピー衝撃試験における吸収エネ
ルギー、および疲労強度の調査は、実施例１と同様の条件で実施した。また、これらの目
標値は実施例１と同様とした。
【０１２４】
　ベイナイト組織のブロックサイズの測定は、次のようにして実施した。硬さ測定に用い
た樹脂埋めした試験片を、コロイダルシリカを用いて再度研磨した。研磨した試験片につ
いて、ＥＢＳＤ法により、組織の方位解析を実施した。方位差が１５°以上の境界で囲ま
れた領域を「ブロック」と定義し、各ブロックの面積を画像解析によって求めた。
【０１２５】
　ブロック同士の界面は、凹凸のある複雑な形状である。そのため、ブロックの凹凸端部
付近を切り取るように組織の観察面が作成された場合には、あたかも一つのブロックに内
包された別のブロックがあるように観察されることがある。この場合、ブロックの面積の
測定精度が低下する。このような、影響を除くため、断面像上において、あるブロックが
別のブロックに完全に内包されている場合には、単一のブロックとみなし、内包されてい
る小さい方のブロックは無視し、大きい方のブロックのみで面積を求めた。
【０１２６】
　このようにして面積を測定した各ブロックについて、同じ面積を持つ円の直径をそのブ
ロックのサイズと定義した。ＥＢＳＤ法によって解析した３００００μｍ2の領域中の各
ブロックのサイズから、平均ブロックサイズを算出した。
【０１２７】
　平均ブロックサイズを算出する際には、各ブロックのサイズに対して、そのブロックの
面積による重み付けを行った。すなわち、解析領域中のｎ個のブロック１～ｎに対して、
それぞれのサイズをＤ１、Ｄ２、…、Ｄｎ（μｍ）、それぞれの面積をＳ１、Ｓ２、…、
Ｓｎ（μｍ2）とした場合、平均ブロックサイズは（Ｄ１×Ｓ１＋Ｄ２×Ｓ２＋…＋Ｄｎ
×Ｓｎ）／３００００とした。平均ブロックサイズは、１５～６０μｍを目標とした。
【０１２８】
　表４に、上記の各調査結果を示す。試験番号Ｃ１は、表３の試験番号Ａ１６である。表
４に示す冷却速度は、直径３５ｍｍの棒鋼に熱間鍛造した後の冷却時の８００～４００℃
の温度領域における平均冷却速度である。この平均冷却速度の測定方法は、実施例１と同
様とした。
【０１２９】
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【表４】

【０１３０】
　表４から明らかなように、本発明で規定する化学組成を有する試験番号Ｃ１～Ｃ６の「
本発明例」の場合、ベイナイトの平均ブロックサイズが１５～６０μｍの目標範囲内であ
り、時効処理前の硬さが２９０ＨＶ以下であった。そのため、良好な被削性が期待できる
。時効処理によって硬さがＨＶで２５以上硬化し、かつ疲労強度が３５０ＭＰａ以上、さ
らにシャルピー衝撃試験における吸収エネルギーも１６Ｊ以上になって目標を達成してお
り、時効処理後の強度および靱性が両立できている。なお、試験番号Ｃ１～Ｃ６では、時
効処理前におけるベイナイトの面積率が７０％以上であり、目標を達成していた。
【０１３１】
　本発明例のうち、試験番号Ｃ１～Ｃ４は、平均冷却速度が上述した本発明の時効硬化性
鋼の製造方法の一例として示した平均冷却速度（１０～９０℃／分、すなわち０．２～１
．５℃／秒）を満たしていた。試験番号Ｃ５およびＣ６は、この平均冷却速度の一例より
も平均冷却速度が速かった。試験番号Ｃ１～Ｃ６を比較すると、平均冷却速度が遅いほど
、ベイナイトの平均ブロックサイズが大きいことがわかる。また、ベイナイトの平均ブロ
ックサイズが大きいほど、時効処理前の硬さが低く、良好な被削性が期待できることがわ
かる。
【０１３２】
　これに対して、本発明の規定から外れた試験番号Ｄ１の「比較例」の場合には、目標と
する性能が得られていない。すなわち、試験番号Ｄ１は、用いた鋼ＹのＦ２が本発明の規
定から外れて大きかった。そのため、ベイナイトの平均ブロックサイズが９．９μｍと小
さく、時効処理前の硬さが３２０ＨＶとなって、硬い。そのため、被削性が劣ると考えら
れる。また、シャルピー衝撃試験における吸収エネルギーが１２Ｊと小さく、靱性が劣る
。
【産業上の利用可能性】
【０１３３】
　本発明の時効硬化性鋼は、時効処理前の硬さが２９０ＨＶ以下であり、切削抵抗の低下
と工具寿命の長寿命化が期待できる。しかも、本発明の時効硬化性鋼を用いれば、切削加
工の後に施される時効処理によって硬さがＨＶで２５以上硬化するとともに、３５０ＭＰ
ａ以上の疲労強度と、ノッチ深さ２ｍｍおよびノッチ底半径１ｍｍのＵノッチ付きの標準
試験片を用いて実施したシャルピー衝撃試験で評価した時効処理後の２０℃での吸収エネ
ルギーが１６Ｊ以上という優れた靱性を確保することができる。このため、本発明の時効
硬化性鋼は、自動車、産業機械、建設機械などの機械部品の素材として極めて好適に用い
ることができる。
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